
議案第５０号 

 

所沢市民文化センター改修事業契約締結についての一部変更について 

 

 令和７年議決第７０号「所沢市民文化センター改修事業契約締結についての一

部変更について」の一部を次のとおり変更したいので、所沢市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決

を求める。 

                 記 

１ 既 決 契 約 金 額 ７，９０６，０２６，６２１円 

２ 変更後契約金額 ７，９３３，１６１，０５３円 

３ 変 更 の 理 由  維持管理業務に係る対価について、物価変動により事業 

          契約に定める指標が基準を超えたことに伴い、契約金額を 

          変更する必要が生じたため 

 

  令和８年 ６月 １日提出 

                 所沢市長 小野塚 勝 俊 
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